
ご契約者保護に関する制度

当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」と
いいます。）に加入しております。保護機構の概要は、以下
のとおりです。

 ・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であ
り、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥っ
た場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援
助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移
転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保
険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援
助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険
契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信
頼性を維持することを目的としています。

 ・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた
破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困
難になることもあるため、保険会社が破綻した場合に
は、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等
の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ること
にしています。

 ・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績
連動型保険契約の特定特別勘定※1に係る部分を除い
た国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予
定利率契約※2を除き、責任準備金等※3の90%とするこ
とが、保険業法等で定められています（保険金・年金等
の90％が補償されるものではありません。※4）。

 ・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削
減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するた
めに、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予
定死亡率、予定事業費率等）の変更が行われる可能性
があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少すること
があります。あわせて、早期解約控除制度（保険集団を
維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除
とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度）が設け
られる可能性もあります。

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最
低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契約に係
る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての
責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です（実
際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することと
なります）。

※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えてい
た契約を指します（注2）。当該契約については、責任準備金等の補
償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金
援助がなかった場合の弁済率が下限となります。

　　　高予定利率契約の補償率 ＝ 90％－｛（過去5年間における各
年の予定利率－基準利率）の総和÷2｝

（注1）基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基
準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっておりま
す。現在の基準利率は、3％となっております。

（注2）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる
場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険
契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断
することになります。また、企業保険等において被保険者が
保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異な
る場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されてい
るものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断
をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約につ
いては、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわら
ず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断
することになります。

※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保
険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいい
ます。

※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、
その90％が補償されるものではありません。

「生命保険契約者保護機構」について
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リスク管理体制

オペレーショナル・リスク  ―情報リスク

大規模災害等への対策について
　当社では、大規模な災害や深刻な風評被害の発生など、通常のリスク管理だけでは対処できない危機が発生し
た場合の対応体制を「危機管理規程」に定めています。この規程に基づいて、大地震をはじめとする大規模な災害
等に対する対応内容を「大規模災害等対策マニュアル」に定め、被災下で会社の意思決定・事務遂行能力を維持
するための体制や、被災時の保険手続きに関する事務体制・復旧手順等を規定しています。加えて、万一の際にこ
れらの対応内容が有効に機能するよう訓練を実施するとともに、訓練結果等を踏まえて随時マニュアルの見直し・
改定を行うなど、平時より体制の維持・向上に努めています。先の東日本大震災においても、このマニュアルに基づ
いて地震発生直後に危機対策本部を立ち上げ、対策本部の意思決定のもと、保険金等のお支払いをはじめとする
お客さまへの対応を迅速に行ってまいりました。
　また、当社では本社ビルやシステムセンター等の本社機能が停止する場合を想定し、保険金等支払などの重要業
務を継続するための対応を「業務継続計画（ＢＣＰ）」に定めています。この計画に基づき、災害やテロ、新型インフルエ
ンザ発生時等の対応の詳細を「業務継続マニュアル」として策定するなど、お客さまの信頼に十分にお応えするた
めに迅速かつ適切な対応が行えるよう体制を整備しています。

リスクの定義
　情報リスクとは、顧客情報等の漏えい、滅失、き損等によ
り損失を被るリスクをいいます。

情報リスク管理の取組み
　情報リスク管理においては、顧客情報等が漏えいし、お
客さまの大切な権利・利益や当社の健全な業務運営が損
なわれることがないよう、セキュリティポリシーおよび情報
リスク管理方針に基づいて、顧客情報等を適切に管理して
います。具体的には、保管・送付・廃棄等の各段階における
顧客情報等の適切な取扱いを社内規定として明確化し、
これらのルールを社内報や社内研修等の機会を通じて役

職員に周知徹底するとともに、各組織の情報管理状況を
把握し、必要な対策を講じています。さらに、情報リスクの
状況や課題についての全社横断的な審議機関として、「お
客さま情報等保護小委員会」をＥＲＭ委員会傘下に設置
し、安全管理を推進しています。
　また、顧客情報等の取扱いの一部を外部に委託する場
合、顧客情報等の安全管理が図られるよう、適切な委託
先を選定するとともに、委託先の義務と責任を明確に規定
した契約書を締結する等、適切に監督しています。このよう
な顧客情報等の安全管理状況については、内部監査部が
実施する内部監査でも適宜確認しており、確認結果に基
づき安全管理措置の充実・強化に取り組んでいます。
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ご契約者保護に関する制度

【仕組みの概略図】

※5 上記の「財政措置」は、平成29年（2017年）3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だ
けで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

※6 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指しま
す。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率契約については、前ページの
※2に記載の率となります。）

補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法
令の改正により変更される可能性があります。

負担金の拠出補償対象保険金
支払に係る資金援助

資金貸出

保険金等の支払 財政措置※5

●救済保険会社が現れた場合

救済保険会社

保護機構 会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
※6

補償対象
保険金の支払

※6

破綻保険会社

保険金請求権等の買取り
※6

負担金の拠出補償対象保険金
支払に係る資金援助

保険契約の引受け

保険契約の承継
資金貸出

財政措置※5保険金等の支払

●救済保険会社が現れない場合

会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象
保険金の支払

※6

破綻保険会社 保護機構
承継保険会社

生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構
TEL 03-3286-2820
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時～正午、午後1時～午後5時
ホームページアドレス　http://www.seihohogo.jp
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